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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体基板の研磨方法であって、
ａ）金属膜、素子分離膜又は絶縁膜の少なくとも１種を備えた半導体基板を用意し、
ｂ）金属酸化物粒子、第１の平均分子量を有する第１の水溶性有機高分子、前記第１の平
均分子量の２９．５％～５４％の間の第２の平均分子量を有する第２の水溶性有機高分子
及び水を含む研磨剤スラリー組成物を前記基板とポリッシングパッドとの間に設置し、
ｃ）前記パッドの一部と前記基板を研磨圧が生じる位置で保持し、前記ポリッシングパッ
ドと前記基板との間に相対動作速度を生じさせるように前記ポリッシングパッド又は基板
の少なくとも１つを動かし、これにより半導体基板を研磨することを含み、
　ポリッシングパッドと前記基板との間の研磨圧を一定に維持した状態で、前記基板を、
前記基板と前記基板に対して相対的に動くポリッシングパッドとの間に配置した前記スラ
リー組成物と接触させることによって研磨した場合に、パッドの基板に対する相対動作に
対する基板除去速度の関係が極大ピークを呈することを特徴とする研磨方法。
【請求項２】
　前記一定研磨圧が、２００ｇ／ｃｍ２であり、前記ポリッシングパッドが回転可能な定
盤に備えられており、前記パッド回転速度が１５ｒｐｍから６０ｒｐｍまで変化するに際
し、ポリッシングパッド－基板動作速度に対する基板除去速度曲線がピークを呈すること
を特徴とする請求項１に記載の研磨方法。
【請求項３】
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　前記スラリー組成物が、第１の平均分子量及び第２の平均分子量とは異なる平均分子量
を有する第３の水溶性有機高分子を含むことを特徴とする、請求項１に記載の研磨方法。
【請求項４】
　前記高分子量側の水溶性有機高分子と前記低分子量側の水溶性有機高分子の重量比が、
０．０７５：０．４２５～０．２５：０．２５であることを特徴とする請求項１に記載の
研磨方法。
【請求項５】
　前記水溶性有機高分子の少なくとも１種が、ポリアクリル酸塩であることを特徴とする
請求項１に記載の研磨方法。
【請求項６】
　前記水溶性有機高分子の少なくとも１種が、ポリビニルアルコールであることを特徴と
する請求項１に記載の研磨方法。
【請求項７】
　前記水溶性有機高分子の含有量が、前記組成物全量に対して０．０６重量％～０．５重
量％であることを特徴とする請求項１に記載の研磨方法。
【請求項８】
　前記金属酸化物粒子が、平均粒子径を有するセリアを含み、前記セリアの平均粒子径が
、０.１２ｎｍ～０.３ｎｍであり、前記スラリー組成物中の前記金属酸化物粒子の固形分
が前記組成物全量に対して０．２５重量％～６．０重量％であることを特徴とする請求項
１に記載の研磨方法。
【請求項９】
　前記金属酸化物粒子が、平均粒子径を有するシリカを含み、前記シリカの平均粒子径が
、０．１２ｎｍ～０．３ｎｍであり、前記スラリー組成物中の前記金属酸化物粒子の固形
分が前記組成物全量に対して０.２５重量％～６．０重量％であることを特徴とする請求
項１に記載の研磨方法。
【請求項１０】
　前記金属酸化物粒子が、平均粒子径を有するアルミナを含み、前記アルミナの平均粒子
径が、０．１２ｎｍ～０．３ｎｍであり、前記スラリー組成物中の前記金属酸化物粒子の
固形分が前記組成物全量に対して０．２５重量％～６．０重量％であることを特徴とする
請求項１に記載の研磨方法。
【請求項１１】
　前記ポリッシングパッドと前記基板との間の前記相対動作速度が、前記研磨圧における
基板除去速度の極大ピークを呈する相対動作速度である、請求項１に記載の研磨方法。
【請求項１２】
　前記研磨工程が、平坦化研磨工程と仕上げ工程とを含み、
　平坦化研磨工程と仕上げ工程において異なる研磨剤スラリー組成物を用いることを特徴
とする請求項１に記載の研磨方法。
【請求項１３】
　前記研磨工程が、平坦化研磨工程と仕上げ工程とを含み、
　平坦化研磨工程と仕上げ工程において同じ研磨剤スラリー組成物を用いることを特徴と
する請求項１に記載の半導体基板の研磨方法。
【請求項１４】
　前記平坦化研磨工程における前記ポリッシングパッドと前記基板との間の相対動作速度
が、前記仕上げ工程における前記ポリッシングパッドと前記基板との間の相対動作速度よ
りも早いことを特徴とする請求項１３に記載の研磨方法。
【請求項１５】
　前記平坦化研磨工程における研磨圧が前記仕上げ工程における研磨圧よりも低く、前記
平坦化研磨工程における前記ポリッシングパッドと前記基板との間の相対動作速度が、前
記仕上げ工程における前記ポリッシングパッドと前記基板との間の相対動作速度よりも早
いことを特徴とする請求項１２に記載の研磨方法。
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【請求項１６】
　半導体基板の研磨方法であって、
ａ）絶縁膜を備えた半導体基板を用意し、
ｂ）研磨セリア粒子、２６０００～５００００の間の第１の平均分子量を有する第１の水
溶性有機高分子、前記第１の平均分子量の２９．５％～５４％の間の第２の平均分子量を
有する第２の水溶性有機高分子及び水を含む研磨剤スラリー組成物を前記基板とポリッシ
ングパッドとの間に設置し、
ｃ）前記パッドの一部と前記基板を研磨圧が生じる位置で保持し、前記ポリッシングパッ
ドと前記基板との間に相対動作速度を生じさせるように前記ポリッシングパッド又は基板
の少なくとも１つを動かし、これにより半導体基板を研磨することを含み、
　ポリッシングパッドと前記基板との間の研磨圧を一定に維持した状態で、前記基板を、
前記基板と前記基板に対して相対的に動くポリッシングパッドとの間に配置した前記スラ
リー組成物と接触させることによって研磨した場合に、パッドの基板に対する相対動作に
対する基板除去速度の関係が極大ピークを呈する研磨方法。
【請求項１７】
　前記第１及び第２の水溶性有機高分子の少なくとも１種がポリアクリル酸アンモニウム
塩であり、前記第１の平均分子量が２７０００～４００００の間であり、且つ、前記第２
の平均分子量が１００００～２００００の間である、請求項１６記載の研磨方法。
【請求項１８】
　前記絶縁膜がＴＥＯＳ材料を含むものである、請求項１６に記載の研磨方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体デバイスの製造工程の一工程である化学的機械研磨（Chemical Mecha
nical Polishing：以下「ＣＭＰ」という）による平坦化技術に使用される研磨剤組成物
とそれを使用する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体デバイス製造工程において、一般的に基板上には素子分離膜の上に絶縁膜や金属
膜等の層を多層積層した多層積層構造が形成される。多層積層化の際には、一般的には、
素子分離膜の後に、基板に層間絶縁膜や金属膜を堆積後、生じた凹凸をＣＭＰによって平
坦化処理をおこない、平坦となった面に新たな配線を積み重ねていく工程が必須である。
【０００３】
　近年、半導体デバイスは微細化が進むに連れて、基板に積層される多層積層の各層にお
いて、ますます精度の高い平坦性が必要となっている。そのため、ＣＭＰ工程に期待する
ところが大きく、半導体デバイス製造過程において、ＣＭＰによる平坦化工程が重要とな
ってきている。
【０００４】
　このＣＭＰ工程に使用される研磨剤として、近年、タングステン膜等の硬いメタル膜に
はアルミナを金属酸化物研磨粒子として含む研磨剤が、銅等柔らかいメタル膜にはシリカ
を研磨粒子として含む研磨剤が使用されてきている。このような研磨剤においては、金属
膜とバリヤ膜や酸化膜との選択比を制御するための添加剤とともにアルミナやシリカがス
ラリー化されている。また、層間絶縁膜や素子分離膜などに対する平坦化研磨では、シリ
カ粒子やセリア粒子が研磨粒子として使用されている。このような研磨剤において、シリ
カ粒子はメカニカルな研磨機能だけを有するため、水酸化カリウムやアンモニアといった
研磨速度（加工レート）向上用添加剤が併用されている。一方、セリア粒子は、膜成分で
あるＳｉＯ２表面と少し化学的反応をするので、添加剤を使用しないですみ、しかも加工
レートが早いといった特性がある。そのため、セリアを含む研磨剤組成物が、スループッ
ト向上という工業的な観点から、非常に期待され使われ始めて来ている。
【発明の開示】
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【０００５】
　ところで、従来、研磨剤として金属酸化物粒子のみを分散させたスラリーを使用すると
平坦性が良好でないことが知られていた。このため、金属酸化物粒子のほかに、その平坦
性の改良を目的として数々の添加剤、例えば界面活性剤、水溶性有機高分子、有機酸、キ
レート化剤などが併用されていた。
【０００６】
　例えば、金属酸化物研磨粒子の水分散スラリーに、ポリエチレンオキサイド、ポリビニ
ルアルコール、アルギン酸塩、グアガム、カルボキシルメチルセルローズ、ハイロドキシ
ルエチルセルローズ、ポリアクリル酸塩など水溶性有機高分子を添加し、層間絶縁膜、素
子分離膜、金属膜を研磨すると、ディッシングが起こりにくく平坦性が良好になることが
知られていた。
【０００７】
　しかしながら、このような研磨剤組成物によって、通常ＣＭＰで採用される範囲の研磨
圧力、定盤回転速度の下で膜を研磨平坦化すると、研磨剤組成物に水溶性有機高分子を添
加するに従い加工レートが低下し、被研磨膜の厚さが少なくなったところで研磨速度が遅
くなるとともに、スクラッチが多く発生し、平坦性も損なう傾向が目立ってくるという問
題があった。
【０００８】
　例えば、研磨粒子としてセリア粒子を含み、水溶性有機高分子としてポリカルボン酸ア
ンモニウム塩を含む研磨剤が知られており（例えば、特許第３２７８５３２号、参照とし
て組み込まれる）、また、研磨粒子としてアルミナ粒子を含み、水溶性有機高分子として
ポリアクリル酸を含む研磨用スラリ組成物が知られており（例えば、特許第３１３０２７
９号、参照として組み込まれる）、また、酸化セリウム粒子、アクリル酸アンモニウム塩
とアクリル酸メチルの共重合体および水を含む酸化セリウム研磨剤が知られている（例え
ば、特開２０００－１７１９５号、参照として組み込まれる）。このような研磨剤によっ
て膜を研磨平坦化していくと、ディッシングが防止され平坦性が良好になるものの、スク
ラッチが多発するという大きな欠点があった。
【０００９】
　このため、上記研磨平坦化工程の後に仕上げ工程（final polishing step）として、更
に粒子径が小さく柔らかい粒子、例えばシリカスラリーなど別のスラリーを使い、前述し
た研磨剤組成物の使用により生じたスクラッチを主に除く研磨を行うことが必要な場合が
多かった。このため、スクラッチを除くための仕上げ工程は、前半の平坦化研磨工程で使
用した研磨剤組成物を取り除き、研磨装置とパット等を洗浄し、続いて後半の仕上げ工程
用のスラリーを準備し使用するという、極めて煩雑で時間のかかる作業が必要となるとい
う問題があった。または、前半の平坦化研磨工程用とは別にもう一台後半の仕上げ工程用
の研磨装置を用意する場合には、被研磨基板を新たな研磨装置に移す必要があり、時間が
かかるのみならず、経済的な観点からの問題があった。
【００１０】
　研磨剤組成物によってスクラッチが発生するという問題は、ドレッサー、パッドくず等
によってスクラッチが発生する場合と異なり、研磨装置の管理や作業手順の改善で解決で
きる問題ではなく、スラリー組成を根本的に改善しなくては解決できない問題である。ス
クラッチ発生の低減はデバイス平坦化の究極の目標であり、この目標の達成は、デバイス
の微細化に従って、一層重要になる。たとえば、配線の傷による抵抗の増加や断線や、傷
つきやすいｌｏｗ－ｋ膜などの層間絶縁膜の傷といった製造工程に支障をきたす種々の問
題は、スクラッチを低減させることによって解決することができる。
【００１１】
　したがって、スクラッチ発生を効率的に低減させる研磨剤組成物、およびスクラッチ発
生を減らし経済的な研磨工程を実現させる研磨方法の提供が望まれていた。
【００１２】
本発明では、金属膜、素子分離膜または絶縁膜の少なくとも１種を備えた半導体基板研磨
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用の研磨剤組成物が提供される。前記研磨剤組成物は、金属酸化物粒子と少なくとも１種
の水溶性有機高分子と水とを含む。前記研磨剤組成物は、ポリッシングパッドと前記基板
との間の研磨圧を一定に維持した間、ポリッシングパッドの基板に対する相対動作に対す
る研磨速度を測定したときにピークを呈することを特徴とする。前記一定研磨圧は、たと
えば、約６．９ｋＰａ～約６２．１ｋＰａであってもよく、前記ポリッシングパッドは、
たとえば、回転可能な定盤に備えられている。前記相対動作は、基板に対するパッドの回
転動作であり、好ましい態様においては、前記パッド回転速度が約１２ｒｐｍから約１５
０ｒｐｍまで変化するに際し、ポリッシングパッド－基板動作速度に対する基板研磨速度
曲線がピークを呈する。
【００１３】
　本発明の一態様においては、前記研磨剤組成物は２種以上の水溶性有機高分子を含み、
前記水溶性有機高分子はそれぞれ平均分子量を有しており、少なくとも１種のより軽い水
溶性有機高分子が、その他のより重い水溶性有機高分子の平均分子量の１５％～９５％の
間の平均分子量を有する。前記より重い水溶性有機高分子と前記より軽い水溶性有機高分
子の重量比が、約９５：５～約５：９５である。さらに、前記水溶性有機高分子の少なく
とも１種が、ポリアクリル酸塩、ポリビニルアルコール、ポリエチレンオキサイド、ポリ
エチレングリコール、アルギン酸、グアガム、カルボキシルメチルセルローズ、ハイドロ
キシメチルセルローズ、若しくはこれらの塩、又はこれらの組み合わせである。前記水溶
性有機高分子の含有量が、前記組成物全量に対して約０．０１重量％～約３重量％である
。あるいは、前記水溶性有機高分子の含有量が、前記組成物全量に対して約０．０５重量
％～約１．５重量％である。
【００１４】
　さらに、前記金属酸化物の選択に基づいて、研磨剤組成物のいくつかの態様を採用する
ことができる。第一の態様において、前記研磨剤組成物で使用される前記金属酸化物粒子
が、平均粒子径を有するセリアを含み、前記セリアの平均粒子径が、約０.０３μｍ～約
０.５μｍであり、研磨剤組成物中の前記金属酸化物粒子の固形分が前記組成物全量に対
して約０.１重量％～約２０重量％である。第二の態様において、前記研磨剤組成物で使
用される前記金属酸化物粒子が、平均粒子径を有するシリカを含み、前記シリカの平均粒
子径が、約０.０３μｍ～約０.５μｍであり、研磨剤組成物中の前記金属酸化物粒子の固
形分が前記組成物全量に対して約０.１重量％～約２０重量％である。第三の態様におい
て、前記研磨剤組成物で使用される前記金属酸化物粒子が、平均粒子径を有するアルミナ
を含み、前記アルミナの平均粒子径が、約０.０３μｍ～約０.５μｍであり、研磨剤組成
物中の前記金属酸化物粒子の固形分が前記組成物全量に対して約０.１重量％～約２０重
量％である。
【００１５】
　本発明では、半導体基板の研磨方法も提供され、前記研磨方法は、本発明にかかる研磨
剤組成物を用いて基板を研磨する方法を含み、前記研磨剤組成物は、前記基板とポリッシ
ングパッドとの間に設置され、前記パッドの一部と前記基板を研磨圧が生じる位置で保持
し、次いで、前記ポリッシングパッドと前記基板との間に相対動作速度を生じさせるよう
に前記ポリッシングパッド又は基板の少なくとも１つを動かし、これにより半導体基板を
研磨する。第一の態様において、記ポリッシングパッドと前記基板との間の前記相対動作
速度が、前記研磨圧における基板研磨速度のピークを呈する相対動作速度の約３０％の範
囲内（within 30%）である。第二の態様において、前記ポリッシングパッドと前記基板と
の間の前記相対動作速度が、前記研磨圧における基板研磨速度のピークを呈する相対動作
速度の約１５％の範囲内である。第三の態様において、前記ポリッシングパッドと前記基
板との間の前記相対動作速度が、前記研磨圧における基板研磨速度のピークを呈する相対
動作速度である。第四の態様において、前記ポリッシングパッドと前記基板との間の前記
相対動作速度が変化し、前記ポリッシングパッドと前記基板との間の平均相対動作速度が
、前記研磨圧における基板研磨速度のピークを呈する相対動作速度の約３０％の範囲内で
ある。第五の態様において、前記ポリッシングパッドと前記基板との間の前記相対動作速
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度が変化し、前記ポリッシングパッドと前記基板との間の平均相対動作速度が、前記研磨
圧における基板研磨速度のピークを呈する相対動作速度の約１５％の範囲内である。
【００１６】
　本発明の方法によれば、前記研磨工程が、平坦化研磨工程（first planarization step
）と仕上げ工程（final polishing step）とを含み、平坦化研磨工程と仕上げ工程のいず
れの工程においても、本発明にかかる研磨剤組成物のいずれかの態様を用いる。さらに、
平坦化研磨工程と仕上げ工程の両工程において、同じ研磨剤組成物を用いてもよい。前記
平坦化研磨工程における前記ポリッシングパッドと前記基板との間の相対動作速度が、前
記仕上げ工程における前記ポリッシングパッドと前記基板との間の相対動作速度よりも早
い。前記平坦化研磨工程における研磨圧が前記仕上げ工程における研磨圧よりも低く、平
坦化研磨工程と仕上げ工程のいずれの工程においても、前記ポリッシングパッドと前記基
板との間の前記相対動作速度が、前記研磨圧における基板研磨速度のピークを呈する相対
動作速度の３０％の範囲内である。その他の態様において、前記平坦化研磨工程における
研磨圧が前記仕上げ工程における研磨圧よりも低く、平坦化研磨工程と仕上げ工程のいず
れの工程においても、前記ポリッシングパッドと前記基板との間の前記相対動作速度が、
前記研磨圧における基板研磨速度のピークを呈する相対動作速度の約１５％の範囲内であ
る。その他の態様において、前記平坦化研磨工程における研磨圧が前記仕上げ工程におけ
る研磨圧よりも低く、平坦化研磨工程と仕上げ工程のいずれの工程においても、前記ポリ
ッシングパッドと前記基板との間の前記相対動作速度が、前記研磨圧における基板研磨速
度のピークを呈する相対動作速度である。さらに、前記平坦化研磨工程における研磨圧が
前記仕上げ工程における研磨圧よりも低く、前記平坦化研磨工程における前記ポリッシン
グパッドと前記基板との間の相対動作速度が、前記仕上げ工程における前記ポリッシング
パッドと前記基板との間の相対動作速度よりも早い。
【００１７】
　本発明の方法によれば、前記半導体基板が、層間絶縁膜、素子分離膜および金属膜から
なる群から選ばれる少なくとも１種の膜を備えている。
【００１８】
　以下、本発明にかかる研磨剤組成物について説明する。
【００１９】
　本発明は、金属酸化物粒子と水溶性有機高分子と水とを含む半導体基板研磨用の研磨剤
組成物を提供する。本研磨剤組成物は、一定研磨圧下、ポリッシングパッドの速度を変え
て金属膜、素子分離膜または絶縁膜を有する基板を研磨した場合に、最大の除去（maximu
m removal）を呈することを特徴とする。
【００２０】
　ここで、「パッド速度－研磨速度曲線がピークを呈する」とは、本発明にかかる研磨剤
組成物を用いて、一定研磨圧下、ポリッシングパッドの速度を通常ＣＭＰで採用される範
囲内、すなわち１５～６０ｒｐｍで変えて基板を研磨した際に、パッドの速度を最小値か
ら上げるに従い研磨速度も上がっていくが、研磨速度はピーク（極大値）を迎え、その後
はパッド速度を上げていっても研磨速度がピーク以上にはならないことをいう。好ましい
態様では、ピークは、回転可能な定盤において通常採用されるＣＭＰ研磨圧の範囲内で最
大であり、このピークは、最大の除去速度を示す。より高いパッド速度における除去速度
は、ピークにおける除去速度よりも低いであろう。すべての他の基板除去速度は、最大除
去速度よりも低く、ピークよりも低いパッド速度における研磨速度も、高いパッド速度に
おける研磨速度も、最大除去速度よりも低い。ここで、異なる研磨圧を採用する場合には
、異なる研磨速度においてピークが起こりうると理解されるべきである。
【００２１】
　一方、従来使用されている研磨剤組成物は、通常採用されるCMP条件下で、研磨圧力お
よびパッド速度に略比例して、加工レートが向上していく性質を有するものである。
【００２２】
　一定研磨圧下で最大除去を呈するという性質を有する研磨剤組成物によって半導体基板
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を研磨することにより、スクラッチが極めて少ない平坦化面が得られる。また、平坦化研
磨工程と仕上げ工程とを含む半導体基板の研磨工程において、上記研磨剤組成物を用いれ
ば、一つの研磨剤組成物で両工程に対応できる。
【００２３】
　本発明にかかる研磨剤組成物の機能が、従来の研磨剤組成物とどのように異なるかにつ
いては、以下のようなものが考えられる。
【００２４】
　研磨は、研磨成分である金属酸化物粒子と基板とのズレ応力の大きさにしたがって進む
が、このズレ応力は、ポリッシングパッドの速度を上げるに従い大きくなるため、結果と
してパッド速度を上げるに従ってより研磨が進むことになる。この際、本発明にかかる研
磨剤組成物中の水溶性有機高分子は、金属酸化物粒子と基板との間に滑り性を与えるが、
この滑り性の増加は研磨力の低下を招く。このため、本発明にかかる研磨剤組成物は、一
定研磨圧下、パッド速度が、研磨速度が最大値に到達するパッド速度に達するまでは加工
レートも向上するが、研磨剤組成物中の水溶性有機高分子の滑り性が優先しだすと考えら
れる。その結果、研磨力が下がるため、加工レートも下がることになる。
【００２５】
　これに対し、従来の研磨剤組成物では、通常のＣＭＰで採用される範囲内でパッド速度
を上げても、金属酸化物粒子のズレ応力の増加に伴う研磨力の向上が、常に水溶性高分子
の滑り性向上を上回るため、パッド速度に略比例して、加工レートが向上していくことに
なる。
【００２６】
　もっともこのようなメカニズムは推論に過ぎず、本発明はこのようなメカニズムに限定
されるものではない。
【００２７】
　本発明にかかる研磨剤組成物において、「試験基板」は、パッド速度－研磨速度をプロ
ットする際に、当該研磨剤組成物によって研磨される。「試験基板」は、金属膜、素子分
離膜または絶縁膜（層間絶縁膜、窒化膜など）を含むベタ膜を有する基板であれば特に限
定されない。
【００２８】
  また、試験基板に課する一定研磨圧は、通常ＣＭＰで使われる範囲の研磨圧力であれば
よく、約６．９ｋＰａ～約６２．１ｋＰａのいずれかであることが好ましい。
【００２９】
　本発明で使用される研磨装置の方式としては、試験基板の中心のポリッシングパッドに
対する相対速度が通常ＣＭＰで採用される範囲内のものであればとくに制限はない。この
ような研磨装置の方式としては、たとえば、（１）ポリッシングパッドを備えた回転可能
な定盤と、基板を保持する機構とを備えた回転定盤方式、（２）例えば、ポリッシングパ
ッドが一体化され予め定められた直線方向に移動するベルトと、基板を保持する機構（例
えば、キャリア）とを備えたベルト方式、（３）ポリッシングパッドが一体化され楕円軌
道運動をする定盤と、基板を保持する機構（例えば、キャリア）とを備えたオービタル方
式、（４）オプシヂアン方式等を挙げることができる。本発明において、回転定盤方式を
好ましく使用することができる。
【００３０】
　たとえば、回転定盤方式を採用する場合、研磨すべき基板中心のポリッシングパッドに
対する相対速度は、次のように算出できる。たとえば、研磨装置として、エバラＥＰＯ２
２２Ｄ型研磨装置（定盤直径約６１０ｍｍ）を用いた場合、定盤の中心から約１７０ｍｍ
の所にトップリングの中心があり、定盤の回転速度が１２ｒｐｍのときは、基板中心の相
対速度は、２×１７.０×３.１４×１２ｃｍ/ｍｉｎとなり、１２.８１ｍ/ｍｉｎとなる
。また、定盤の回転速度が１００ｒｐｍのときは、１０６.７６ｍ/ｍｉｎとなる。
【００３１】
　また、パッド速度は、通常ＣＭＰで採用される範囲内で変えればよいが、回転定盤方式
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を採用する場合は、パッド速度（定盤の回転数）が約１２ｒｐｍから約１５０ｒｐｍまで
変化する間に研磨速度がピークを持つことが好ましく、１５ｒｐｍから６０ｒｐｍまで変
化する間に研磨速度ピークを持つことが更に好ましい。
【００３２】
　この場合、定盤の回転数に対し、基板を保持し回転させるトップリングの回転数は、定
盤回転数の約０．５～約２．５倍、好ましくは約１～約１.３倍で回転されるのが好まし
い。例えば、定盤回転数が１２ｒｐｍの時は、トップリングの回転数は１２～１６ｒｐｍ
であることが好ましい。
【００３３】
　本発明にかかる研磨剤組成物に使用できる金属酸化物粒子としては、アルミナ、シリカ
、セリア等を挙げることができる。
【００３４】
　例えば、アルミナとしては、（１）焼成し、γ－アルミナを少し含むα－アルミナ、（
２）α－アルミナを粉砕篩い分けして得られるアルミナ粒子を挙げることができる。約０
.０３μｍ～約０.５μｍの平均粒子径を有するアルミナを使用することが好ましい。γ－
アルミナやベイマイトからなるコロイダルアルミナを含むアルミナは粒子が柔らかすぎる
ため好ましくない。また、シリカとしては、煙霧状超微粒子シリカ粉末を水に分散させて
得られるコロイダルシリカ及び高密度コロイダルシリカ、水ガラスからナトリウムを除去
しシリカを重合させて得られるコロイダルシリカ、有機アルコキシドであるテトラメトキ
シシランやテトラエトキシシランなどを加水分解してコロイド状とした高純度コロイダル
シリカを使用することができる。また、セリアとしては、セリウムの硝酸塩や硫酸塩、塩
化物などの水溶液とセリウム水酸化物等とを反応させ、中和や熱熟成をした後、水洗し、
これを乾燥・焼成と、任意に粉砕・篩わけすることによって得られるセリアを使用するこ
とができる。また、煙霧状超微粒子シリカと同じ製造法で、セリウム塩化物や硝酸塩・有
機酸塩などを原料として得られる煙霧状セリアを水に分散させたものを使用することもで
きる。また、有機セリウム化合物を用いて、ケミカルベーパーデポジション法によって得
られる超微粒子酸化セリウムを利用して製造することもできる。またセリウム硝酸塩や硫
酸塩や塩化物水溶液やセリウムアルコキシドを加水分解して得られるコロイダルセリア水
分散液を使用することもできる。
【００３５】
　本発明において、金属酸化物粒子は、シリカまたはセリアであることが好ましく、セリ
アであることが特に好ましい。
【００３６】
　本発明において、使用される金属酸化物粒子の純度は、研磨剤組成物中の含有量で、Ｋ
、Ｎａ、Ｌｉなどのアルカリ金属が１０００ｐｐｍ以下、Ｎｉ、Ｚｎ、Ｐｂなどの重金属
が１００ｐｐｍ以下となるような純度であることが好ましく、これら不純物の研磨剤組成
物中の含有量がさらに上記濃度の１/１０～１/１００以下となることが更に好ましい。
【００３７】
　本発明で使用される金属酸化物粒子の平均粒子径は、約０.０３μｍ～約０.５μｍの範
囲のものが使用できるが、とくに約０.０８μｍ～約０.３μｍの粒子径が好ましい。一般
的には、約０.０３μｍ未満の粒子では、細かすぎて加工レートが遅く経済的ではない。
また、一般的には、約０.５μｍを越える粒子径の金属酸化物粒子では、加工レートは早
いが、スクラッチ発生が多くなり、好ましくない。
【００３８】
　本発明において、研磨剤組成物中の金属酸化物粒子の固形分含有量は、前記組成物全量
に対して０.１重量％～２０重量％が好ましく、特に０.２重量％～１０重量％が好ましい
。固形分含有量が０.１重量％未満では加工レートが遅い傾向があり好ましくない。２０
重量％を越える固形分では、最大除去を呈する研磨条件の設定が極めてしにくく、また安
定した研磨条件が得られにくいため好ましくない。
【００３９】
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　本発明の研磨剤組成物に含まれる水溶性有機高分子としては、ポリアクリル酸、ポリエ
チレンオキサイド、ポリビニルアルコール、ポリエチレングリコール、アルギン酸、グア
ガム、カルボキシルメチルセルローズ、ハイドロキシメチルセルローズおよびこれら塩を
挙げることができ、ポリアクリル酸、又はポリアクリル酸塩を使用することが好ましく、
ポリアクリル酸アンモニウム塩を使用することが特に好ましい。
【００４０】
　本明細書において、「水溶性有機高分子」の「水溶性」には、高分子が水に完全に溶解
している状態のみならず、高分子の一部が水に溶解して高分子が分散している状態も含ま
れる。
【００４１】
　本発明において、一定研磨圧下、最大除去を呈する研磨剤組成物は、たとえば、前記水
溶性有機高分子として、重量平均分子量が異なる２種以上の水溶性有機高分子を含ませる
ことによって得ることができる。
【００４２】
　本発明にかかる研磨剤組成物が、重量平均分子量の違う２種以上の水溶性有機高分子を
含む場合は、これらの水溶性高分子がそれぞれ研磨剤組成物中で別々の挙動をすることに
よって、研磨に際してスクラッチの極めて少ない平坦化面を得ることができると考えられ
る。既に述べたように、水溶性高分子は、本発明にかかる研磨剤組成物中でそれぞれ滑り
性効果を与えると考えられるが、この効果は水溶性高分子によって異なり、たとえば、金
属酸化物粒子へ一部付着することによって、あるいは金属酸化物粒子を分散させることに
よって、金属酸化物粒子により発生するスクラッチを積極的に防止する効果が発現される
と推測される。
【００４３】
　もっともこのようなメカニズムは推論に過ぎず、本発明はこのようなメカニズムに限定
されるものではない。
【００４４】
　本発明において、研磨剤組成物中の２種以上の水溶性有機高分子の固形分含有量の合計
は、前記組成物全量に対して約０.０１重量％～約３重量％であることが好ましく、約０.
０５重量％～約１．５重量％がさらに好ましい。固形分含有量の合計が約０.０１重量％
未満では、最大除去を呈する研磨条件の設定が極めてしにくい傾向があるため、好ましく
ない。また、固形分含有量の合計が約３重量％を越えると、加工レートが極めて低くなる
傾向があり経済的でなく、また、分散性が悪くなり、スクラッチ防止効果が低下する傾向
があるため、好ましくない。
【００４５】
　本発明において使用される２種以上、好ましくは２種～３種の水溶性有機高分子は、重
量平均分子量がそれぞれ異なる。このような重量平均分子量としては、水溶性有機高分子
が２種の場合は、たとえば、低分子量側の水溶性有機高分子の重量平均分子量が、高分子
量側の水溶性有機高分子の重量平均分子量の約１５％～約９５％であることが好ましく、
約２５％～約７５％であることが更に好ましく、約３０％～約６０％であることがより好
ましい。具体的な重量平均分子量のグループとしては、分子量の測定方法にもよるが、た
とえば、８，０００～２４，０００と、２６，０００～５０，０００の２つのグループを
挙げることができ、１０，０００～２０，０００と、２７，０００～４０，０００のグル
ープであることが好ましい。１つ目のグループと２つ目のグループの含有量比率は、約９
５：５～約５：９５であることが好ましく、約９０：１０～約５０：５０であることがさ
らに好ましい。
【００４６】
　また、本発明において水溶性有機高分子が、重量平均分子量の異なる３種以上の水溶性
有機高分子からなる場合には、２種の水溶性有機高分子が、その分子鎖が切れることによ
り、研磨剤組成物中に３種以上の水溶性有機高分子が含まれることとなる場合も含む。
【００４７】
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　これら水溶性有機高分子の重量平均分子量の測定は、たとえば、ゲルパーミエーション
クロマトグラフ（ＧＰＣ）分析装置で測定することができる。この方法によれば、分子量
数百～数十万まで測定することができ、２種以上の水溶性有機高分子の重量平均分子量も
それぞれ測定することができる。なお、本明細書において、重量平均分子量の測定は、特
に説明がない限り、ＧＰＣにより、標準物質としてポリエチレングリコールを使用して測
定した。
【００４８】
　２種以上の水溶性有機高分子の組合せの例としては、
（１）重量平均分子量が約１２，０００～約２０，０００であるポリアクリル酸アンモニ
ウムと、重量平均分子量が約２２，０００～約４０，０００であるポリアクリル酸アンモ
ニウムを使用し、含有量比率が約７０：３０～約９０：１０である場合、
（２）重量平均分子量が約１４，０００～約２２，０００であるポリアクリル酸アンモニ
ウムと、重量平均分子量が約２６，０００～約４２，０００であるポリアクリル酸アンモ
ニウムを使用し、含有量比率が約６０：４０～約９０：１０である場合、
等を挙げることができる。
【００４９】
　本発明にかかる研磨剤組成物のｐＨは特に制限はないが、約４～約１０であることが好
ましく、より好ましくは約４～約６である。
【００５０】
　本発明にかかる研磨剤組成物において、例えば、粒子径０.１２μｍのセリア粒子と、
水溶性有機高分子として、重量平均分子量約１６，５００のポリアクリル酸アンモニウム
および重量平均分子量約３０，５００のポリアクリル酸アンモニウムとを含む研磨剤組成
物によれば、スクラッチの極めて少ない平坦化面を得ることができる。
【００５１】
　本発明にかかる研磨剤組成物は、攪拌機付き容器に所定量の水を加え攪拌しながら金属
酸化物粒子の粉末またはコロイド分散液を添加し、均質混合後、コロイドミル、高速分散
機、超音波分散機、ボールミルなど凝集物を無くす分散装置で処理し、更に水溶性有機高
分子物質を添加混合することによって得ることができる。２種以上の水溶性有機高分子を
使用する場合は、これらをあらかじめ混合してから添加してもよく、別々に直接添加して
も良い。これら金属酸化物粒子粉末やコロイド分散液、水溶性有機高分子の添加順序と攪
拌分散法は、最終的に得られた研磨剤組成物を研磨に使った際、スクラッチ低減という本
発明の効果を達成できればいずれの順序・方法を採用しても良い。
【００５２】
　本発明にかかる研磨剤組成物には、本発明の効果を妨げない範囲内で、各種添加剤を添
加することができる。このような添加剤としては、例えば、界面活性剤、流動性調整剤、
酸化剤、防食剤、腐食剤、緩衝溶液、キレート化剤等を挙げることができる。
【００５３】
　また、本発明では、上述した本発明にかかる研磨剤組成物を用いて半導体基板を研磨す
ることを特徴とする研磨方法が提供される。本発明の研磨方法によれば、スクラッチが極
めて少ない平坦化面を得ることができる。
【００５４】
　本発明の研磨方法によれば、研磨工程が平坦化研磨工程と仕上げ工程とに分かれる場合
であっても、一つの工程で行う場合であっても、同じ研磨剤組成物を用いて研磨すること
ができる。
【００５５】
　従来の研磨方法によれば、前半の平坦化研磨工程、すなわち、層間絶縁膜やバリヤ膜な
どでパターンウエハの種々の表面層の厚みを減らす工程においては、加工レートが大きく
平坦性の良い組成をもった研磨剤組成物を使用し、一方、後半の仕上げ工程では、前半の
工程とは別のスラリーを用意し、前半の工程で発生した基板表面のスクラッチを除く必要
があった。
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【００５６】
　これに対し、本発明の方法では、平坦化研磨工程と仕上げ工程とで同じ研磨剤組成物を
使用することができるため、研磨剤組成物の交換作業をする必要がなくなる。これに伴い
、研磨剤組成物交換に伴う諸問題、例えば、研磨装置等の洗浄、新たな研磨装置の準備と
いった問題が一気に解消し、あるいは、一台の研磨装置に定盤が複数設置されているマル
チプラテンを使用する必要もなくなり、また、研磨工程に要する時間が短縮でき、研磨剤
組成物用のタンクの節約、供給ラインの節約等のメリットが生じることになる。
【００５７】
　本発明の研磨方法では、研磨装置のポリッシングパッドに本発明にかかる研磨剤組成物
を担持させて、基板上に形成された膜を研磨する。研磨装置としては、上述したような各
種の方式のものを使用することができる。研磨条件としては、通常ＣＭＰで採用される研
磨条件を採用することができる。ポリッシングパッドとしては一般的な不織布、発砲ポリ
ウレタン、多孔質フッ素樹脂などを使用することができ、特に制限がない。またパッドに
は研磨剤組成物が溜まるような溝加工を施すことが好ましい。
【００５８】
　本発明の研磨方法において、前半の平坦化研磨工程におけるポリッシングパッドの速度
が後半の仕上げ工程におけるポリッシングパッドの速度よりも早く、かつ、平坦化研磨工
程における研磨圧力が仕上げ工程における研磨圧力よりも低いことが好ましい。このよう
な研磨条件を採用すると、スクラッチ低減効果がさらに増すことになる。
【００５９】
  研磨装置として回転定盤方式を採用した場合、例えば、前半の平坦化研磨工程では研磨
圧力を約１３．８ｋＰａ～約２０．７ｋＰａとし、定盤の回転数を約１００ｒｐｍとして
研磨し、後半の仕上げ工程では研磨圧力を約３４．５ｋＰａ～約４８．３ｋＰａとし、回
転数を約１５ｒｐｍ～約３５ｒｐｍとすることが好ましい。また、研磨条件を適宜設定す
ることで、前半の工程と後半の工程の研磨圧力とパッド速度を各々同一とすることもでき
る。これは、前半の研磨工程の研磨条件として、後半の仕上げ工程において通常採用され
る条件と近い条件を選択することで達成できる。
【００６０】
　本発明にかかる研磨方法で研磨される半導体基板としては、主に基板表面にＳｉＯ２を
含む膜を備えたシリコンウエハを好ましく挙げることができ、特に層間絶縁膜（ｌｏｗ－
ｋ膜を含む）や素子分離膜を備えたデバイスウエハを好ましく挙げることができる。また
、金属膜を備えた基板を挙げることもできる。
【００６１】
　以上説明したように、本発明の研磨剤組成物によれば、スクラッチが極めて少ない平坦
化された基板表面を得ることができる。また、本発明の研磨剤組成物によれば、従来は別
々の研磨剤組成物を使用しなくてはならなかった研磨工程を一つの研磨剤組成物で対応す
ることができるようになる。また、本発明によれば、金属酸化物粒子の下層沈殿分離を防
止することができ、良好な分散性を保つことができる。これにより、研磨前の研磨剤組成
物の再分散作業が不要となり、研磨時の加工レートの変動といった問題も解消される。
【００６２】
　以下に本発明の実施例を説明するが、本発明の技術的範囲がこれに限定されるものでな
い。
【実施例】
【００６３】
（１）　パッド速度－研磨速度曲線
【００６４】
　表１に挙げた組成にしたがって８種類の研磨剤組成物（Ａ～Ｊ）を調製し、それぞれの
パッド速度－研磨速度曲線を得た。
【００６５】
　表１中、ＰＡＡＮＨ４は、ポリアクリル酸アンモニウムを示し、ＰＶＡはポリビニルア
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コール（表１中の重量平均分子量は同社測定による）を用いた。
【００６６】
　研磨装置としてエバラＥＰＯ―２２２Ｄを使用し、ポリッシングパッドとしてＩＣ－１
０００/ＳＵＢＡ４００のニ層パッドを使用した。また、試験基板としては、オゾンＴＥ
ＯＳによるＩＬＤベタ膜を膜厚１５０００Åで有する２００ｍｍウエハーを用いた。
【００６７】
　研磨条件としては、荷重を２００ｇ/ｃｍ２一定とし、研磨剤組成物流量を１２０ｍｌ/
ｍｉｎとし、定盤回転数を１５ｒｐｍから６０ｒｐｍまで変化させ、トップリングの回転
数は定盤回転数の１．２倍とした。
【表１】

【００６８】
　８種類の研磨剤組成物それぞれについて、各定盤回転数における加工レートの変化をプ
ロットし、加工レートに極大値（ピーク）があるかを調べた。加工レート測定はナノメト
リックス社のＮａｎｏｓｐｅｃ６１００薄膜測定装置でおこなった。
【００６９】
　各定盤回転数と加工レートの測定結果を表２に示した。表２に基づいてパッド速度－研
磨速度をプロットしたグラフを図１（Ａ～Ｆ）および図２（Ｇ～Ｊ）にそれぞれ示した。
【００７０】
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【表２】

　表２中、加工レート（研磨速度）単位は、Å／ｍｉｎである。
【００７１】
　表２から明らかなように、研磨剤組成物Ａでは定盤回転数が２４ｒｐｍ～３０ｒｐｍの
ところで、研磨剤組成物Ｃでは４０ｒｐｍのところで、研磨剤組成物Ｅでは２４ｒｐｍの
ところで、研磨剤組成物ＧとＨでは５０ｒｐｍのところで、それぞれ研磨速度のピークが
ある、本発明にかかる研磨剤組成物であることがわかった。なお、研磨剤組成物Ａを４倍
に水希釈した研磨剤組成物を調製し、これによってパッド速度－研磨速度曲線を調べたと
ころ、回転数４０ｒｐｍで加工レートが極大値をもつこともわかった。
【００７２】
（２）研磨試験（研磨剤組成物Ａ～Ｄ）
【００７３】
　（１）で得られた研磨剤組成物Ａ～Ｄを用いて、（１）で使用した研磨装置およびポリ
ッシングパッドを使用して研磨試験を行った。また、被研磨基板としては、２００ｍｍＳ
ｉウエハー上にｐ－ＴＥＯＳ酸化膜が厚み１５０００Åで形成され、段差５０００Åで凹
部巾１０μｍ、凸部巾５μｍのパターンが描かれたパターンウエハを使用した。
【００７４】
　研磨条件としては、前半の平坦化研磨工程では、研磨剤組成物流量を１２０ｍｌ/ｍｉ
ｎとし、荷重３８ｇ/ｃｍ２、定盤回転数６５ｒｐｍにて２分研磨を行った。また、後半
の仕上げ工程では、荷重１８０ｇ/ｃｍ２、定盤回転数１４ｒｐｍにて２分研磨を行った
。研磨後、基板を流水で１分洗浄し、スピンドライヤーで乾燥させた。その後、被研磨基
板表面に生じたスクラッチによる欠陥の数を測定した。測定装置としては、ＫＬＡ-Ｔｅ
ｎｃｏｒ社のＫＬＡ２３５１を使用した。
【００７５】
　その結果、本発明にかかる研磨剤組成物である研磨剤組成物Ａを使用して研磨した基板
上に発生した０.２μｍ以上のスクラッチは、基板一枚あたり５個であり、同様に、本発
明にかかる研磨剤組成物である研磨剤組成物Ｃの場合は、１１個だった。これに対し、従
来の研磨剤組成物である研磨剤組成物Ｂの場合は６２個、研磨剤組成物Ｄの場合は７７個
と極めて多かった。
【００７６】
　また、本発明にかかる研磨剤組成物である研磨剤組成物Ａを使用して、後半の仕上げ工
程のみの研磨を５分行い、上記同様の洗浄乾燥を行ってスクラッチを測定したところ、基
板１枚あたり１２個と少なかった。これに対し、従来の研磨剤組成物である研磨剤組成物
Ｂを使用して、同条件で後半の仕上げ工程のみの研磨を行ったところ、スクラッチは４３
個と多かった。
【００７７】
（３）研磨試験（研磨剤組成物Ｅ、Ｆ、Ｉ、Ｊ）
【００７８】
　（１）で得られた研磨剤組成物Ｅ、Ｆ、Ｉ、Ｊを用いて、（２）と同様の研磨試験を行
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の１０μｍピッチのパターン溝を深さ４０００Åで形成し、その上に高密度プラズマＴＥ
ＯＳ酸化膜を膜厚６０００Åで埋めることによって形成した特定の層を有する素子分離膜
を備えたパターンウエハを使用した。
【００７９】
　また、研磨条件としては、前半の平坦化研磨工程を、荷重１００ｇ/ｃｍ２、定盤回転
数６０ｒｐｍで２分行った。また、後半の仕上げ工程を、荷重４００ｇ/ｃｍ２、定盤回
転数１２ｒｐｍで２分行った。
【００８０】
　その結果、本発明にかかる研磨剤組成物である研磨剤組成物Ｅを使用して研磨した基板
上に発生した０.１４μｍ以上のスクラッチは、基板一枚あたり２５個でありかなり少な
かった。これに対し、従来の研磨剤組成物である研磨剤組成物Ｆの場合は１３６個、研磨
剤組成物Ｉの場合は２１８個、研磨剤組成物Ｊの場合は１７７個と極めて多かった。
【００８１】
（４）研磨試験（研磨剤組成物Ｆ、Ｇ、Ｈ）
【００８２】
　（１）で得られた研磨剤組成物Ｆ、Ｇ、Ｈを用いて、（２）と同様の研磨試験を行った
。ただし、被研磨基板としては、２００ｍｍシリコンウエハ上に、オゾンＴＥＯＳ膜を膜
厚７０００Åで形成し、パターン密度５０％の１０μｍピッチのパターン溝を深さ３００
０Åで形成し、その上にＴａＮバリヤ膜を形成し、更にその上にＣｕを１５０００Å堆積
した金属膜を形成したパターンウエハを使用した。
【００８３】
　また、研磨条件としては、一工程のみ行い、荷重１２０ｇ/ｃｍ２、定盤回転数１２ｒ
ｐｍで３分行った。
【００８４】
　その結果、本発明にかかる研磨剤組成物である研磨剤組成物Ｇを使用して研磨した基板
上に発生した０.１４μｍ以上のスクラッチは、基板一枚あたり６５個であり、同様に、
本発明にかかる研磨剤組成物である研磨剤組成物Ｈの場合は、４７個であり少なかった。
これに対し、従来の研磨剤組成物である研磨剤組成物Ｆの場合は２６３個と極めて多かっ
た。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】縦軸を研磨速度とし、横軸をパッド速度として、研磨剤組成物Ａ～Ｆを用いて得
られた研磨速度をプロットした図である。
【図２】縦軸を研磨速度とし、横軸をパッド速度として研磨剤組成物Ｇ～Ｊを用いて得ら
れた研磨速度をプロットした図である。
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